
高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱の一部改正に係る新旧対照表（下線部分は改正部分） 
改正後 

高 知 県 新 規 就 農 者 育 成 対 策 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

-略- 

（補助目的） 

第２条 県は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前

の研修段階及び経営開始直後に就農準備資金、経営開始資金、就農準備支

援資金及び経営開始支援資金（以下「資金」という。）を交付することに

より、新規就農者の確保及び育成を図るため、新規就農者育成総合対策実

施要綱（令和４年３月29日付け３経営第3142号農林水産事務次官依命通知。

以下「育成総合対策実施要綱」という。）及び新規就農者確保緊急円滑化

対策実施要綱（令和５年12月１日付け５経営第2016号農林水産事務次官依

命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。）に基づき一般社団法人高

知県農業会議又は市町村（以下「補助事業者」という。）が実施する当該

資金に係る事業（以下「補助事業」という。）に要する経費に対して予算

の範囲内で補助金を交付する。 

 

-略- 

 

（関係機関との連携） 

第14条 補助事業の実施に当たって、県、補助事業者、高知県農業経営・就

農支援センター（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第11条

現行 

高 知 県 新 規 就 農 者 育 成 対 策 事 業 費 補 助 金 交 付 要 綱  

 

-略- 

（補助目的） 

第２条 県は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前

の研修段階及び経営開始直後に就農準備資金、経営開始資金、就農準備支

援資金及び経営開始支援資金（以下「資金」という。）を交付することに

より、青年就農者の確保及び育成を図るため、新規就農者育成総合対策実

施要綱（令和４年３月29日付け３経営第3142号農林水産事務次官依命通知。

以下「育成総合対策実施要綱」という。）及び新規就農者確保緊急円滑化

対策実施要綱（令和５年12月１日付け５経営第2016号農林水産事務次官依

命通知。以下「円滑化対策実施要綱」という。）に基づき一般社団法人高

知県農業会議又は市町村（以下「補助事業者」という。）が実施する当該

資金に係る事業（以下「補助事業」という。）に要する経費に対して予算

の範囲内で補助金を交付する。 

 

-略- 

 

（関係機関との連携） 

第14条 補助事業の実施に当たって、県、補助事業者、高知県農業経営・就

農支援センター（農業経営基盤強化促進法（昭和55年法律第65号）第11条



の11に規定する拠点をいい、高知県においては、一般社団法人高知県農業

会議とする。）、農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法

律（平成25年法律第101号）第２条第４項に規定する者をいう。）、農業協

同組合、農業委員会、県農業振興センター、地域農業再生協議会等の関係

機関は互いに密接に連携し、特に、支援の対象となった新規就農者が定着

し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、丁寧にフォローする

ものとする。 

 

-略- 

 

附 則 

この要綱は、令和６年５月10日から施行し、同年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の11に規定する拠点をいい、高知県においては、一般社団法人高知県農業

会議とする。）、農地中間管理機構（農地中間管理事業の推進に関する法

律（平成25年法律第101号）第２条第４項に規定する者をいう。）、農業協

同組合、農業委員会、県農業振興センター、地域農業再生協議会等の関係

機関は互いに密接に連携し、特に、支援の対象となった青年就農者が定着

し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、丁寧にフォローする

ものとする。 

 

-略- 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１（第３条関係） 

 

別表第１（第３条関係） 

 

別表第１（第３条関係） 

事業内容 補助事業者 補助率 

１ 就農準備資金・経営開始資金 

（１）就農準備資金 

   就農に向けて、補助事業者が就農に有効

であると認める研修を実施する農業大学

校等の農業経営者育成教育機関、先進農

家、先進農業法人等（以下「研修機関等」

という。）において研修を受ける者に対し

て補助事業者が行う資金の交付に要する

経費を補助する。 

 

（２）経営開始資金 

   経営開始直後の新規就農者に対して補

助事業者が行う資金の交付に要する経費

を補助する。 

 

２ 就農準備・経営開始支援事業 

（１）就農準備支援資金 

   就農に向けて、補助事業者が就農に有効

であると認める研修を実施する研修機関

等において研修を受ける者に対して補助

事業者が行う資金の交付に要する経費を

補助する。 

 

（２）経営開始支援資金 

   経営開始直後の新規就農者に対して補

助事業者が行う資金の交付に要する経費

を補助する。 

 

３ 推進事業 

  補助事業を推進するため、補助事業者が行

う次に掲げる事務及び活動に要する経費に

ついて補助する。 

補助対象経費は、別表第２のとおりとする。 

（１）補助事業の実施に関する事務 

 

（２）補助事業の普及活動 

 

（３）補助事業の交付対象者の指導活動 

 

 

一般社団法人高知 

県農業会議又は市

町村 

 

 

 

 

 

     

市町村 

 

 

 

 

 

一般社団法人高知 

県農業会議又は市

町村 

 

 

 

 

市町村 

 

 

 

 

一般社団法人高知

県農業会議及び市

町村 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

事業内容 補助事業者 補助率 

１ 新規就農者育成対策補助金 

（１）就農準備資金 

  就農に向けて、補助事業者が就農に有効で

あると認める研修を実施する農業大学校等

の農業経営者育成教育機関、先進農家、先進

農業法人等（以下「研修機関等」という。）

において研修を受ける者に対して補助事業

者が行う資金の交付に要する経費を補助す

る。 

 

（２）経営開始資金 

  経営開始直後の新規就農者に対して補助

事業者が行う資金の交付に要する経費を補

助する。 

 

 

 

 

 

（３ 就農準備・経営開始支援事業から移行） 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 推進事業 

  補助事業を推進するため、補助事業者が行

う次に掲げる事務及び活動に要する経費に

ついて補助する。 

補助対象経費は、別表第２のとおりとす 

る。 

（１）補助事業の実施に関する事務 

 

（２）補助事業の普及活動 

 

（３）補助事業の交付対象者の指導活動 

 

 

一般社団法人高知 

県農業会議又は市

町村 

 

 

 

 

 

 

市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般社団法人高知

県農業会議及び 

市町村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

別表第２（第３条関係） 

-略- 

 

別表第３（第４条関係） 

-略- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第２（第３条関係） 

-略- 

 

別表第３（第４条関係） 

-略- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２へ移行） 

 

 

 

  

 

３ 就農準備・経営開始支援事業 

（１）就農準備支援資金 

   就農に向けて、補助事業者が就農に有効で

あると認める研修を実施する研修機関等に

おいて研修を受ける者に対して補助事業者

が行う資金の交付に要する経費を補助する。 

 

（２）経営開始支援資金 

  経営開始直後の新規就農者に対して補助事

業者が行う資金の交付に要する経費を補助す

る。 

 

 

一般社団法人高知 

県農業会議又は市

町村 

 

 

 

 

市町村 

 

 

 

定額 

 

 

 

 

 

 

定額 

 

 

 



別記第１号様式（第４条関係） 

 

別記第１号様式（第４条関係） 

 

別記 

第１号様式（第４条関係） 

 年 月 日 

同意書 

 

               様 

 

（保証人） 

住  所 

電話番号 

氏  名                      

 

（保証人） 

住  所 

電話番号 

氏  名                      

 

 

 下記の者が、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱及び新規就農者育成総合対策実施要

綱又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の規定を遵守し、研修又は農業経営に励むことについ

て、責務を負うことを同意します。 

 

記 

  

（交付対象者） 

住  所 

電話番号 

氏  名                    

 

※ 居住及び生計を別にする者１名の保証人を立てること。ただし、未成年の場合は、生計を一に

する者及び生計を別にする者それぞれ１名ずつの保証人を必ず立てること。 

※ 保証人は、氏名を自署すること。また、身分証明書（運転免許証、住民票等）の写しを添える

こと。 

別記第１号様式（第４条関係） 

 年 月 日 

同意書 

 

               様 

 

（保証人） 

住  所 

電話番号 

氏  名                      

 

（保証人） 

住  所 

電話番号 

氏  名                      

 

 

 下記の者が、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱及び新規就農者育成総合対策実施要

綱又は新規就農者確保緊急円滑化対策実施要綱の規定を遵守し、研修または農業経営に励むことにつ

いて、責務を負うことを同意します。 

 

記 

  

（交付対象者） 

住  所 

電話番号 

氏  名                    

 

※ 居住及び生計を別にする者１名の保証人を立てること。 

ただし、未成年の場合は、生計を一にする者及び生計を別にする者それぞれ１名ずつの保証人

を必ず立てること。 

※ 保証人は、氏名を自署すること。また、身分証明書（運転免許証、住民票等）の写しを添える

こと。 



第２号様式（第６条関係） 

 

第２号様式（第６条関係） 

 

第２号様式（第６条関係） 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事        様 

 

                    市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

  年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付申請書 

 

    年度において、下記のとおり事業を実施したいので、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交

付要綱第６条の規定により、補助金           円の交付を申請します。 

 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の内容 

 

 

３ 経費の配分 

                                    

区 分 
補助事業に要

する経費 

負担区分 
備考 

県補助金 市町村費 その他 

 

１ 就農準備資金・経営開

始資金 

 

２ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

３ 推進事業 

 

円 円 円 円  

合 計      

 （削除） 

 

４ 事業完了予定年月日     年  月  日 

第２号様式（第６条関係） 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事        様 

 

                    市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

  年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付申請書 

 

    年度において、下記のとおり事業を実施したいので、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交

付要綱第６条の規定により、補助金           円の交付を申請します。 

 

 

記 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の内容 

 

 

３ 経費の配分 

                                    

区 分 

補助事業に要

する経費（又

は要した経

費） 

負担区分 

備考 
県補助金 市町村費 その他 

 

１ 新規就農者育成対策

補助金 

 

２ 推進事務費 

 

３ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

円 円 円 円  

合 計      

※ 必要に応じて積算内訳を記入してください。 

 

 

４ 事業完了（予定）年月日     年  月  日 



  

５ 収支予算 

(1) 収入の部                                        

区   分 本年度予算額 
備 考 

（積算根拠等） 

 

１  県補助金 

 

２  市町村費 

 

３  その他 

 

 円  

計 
  

 

 (2) 支出の部                              

区   分 本年度予算額 
備 考 

（積算根拠等） 

 

１ 就農準備資金・ 

経営開始資金 

 

２ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

３ 推進事業 

 

 

 円  

計 
  

※ 必要に応じて積算内訳を記入してください。 

 

予算議決日（又は議決予定日）   年  月  日 （予定） 

 

５ 収支予算（精算） 

(1) 収入の部                                        

区   分 
本年度予算額 

（本年度精算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 

比較増減 
備 考 

増 減 

 

１  県補助金 

 

２  市町村費 

 

３  その他 

 

 円 円 円 円  

計 
     

 

 (2) 支出の部                              

区   分 
本年度予算額 

（本年度精算額） 

前年度予算額 

（本年度予算額） 

比較増減 
備 考 

増 減 

 

１ 新規就農者育成

対策補助金 

 

２ 推進事務費 

 

３ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

 

 円 円 円 円  

計 
     

※ 必要に応じて積算内訳を記入してください。 

実績報告をする際、変更交付決定額と実績の額が異なる場合は、上段に変更交付決定後の額を

（ ）で、下段には精算額を記載してください。 

 

予算議決日（又は議決予定日）   年  月  日 （予定） 

 



第３号様式（第７条関係） 

-略- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３号様式（第７条関係） 

-略- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４号様式（第９条関係） 

 

第４号様式（第９条関係） 

 

第４号様式（第９条関係） 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事         様 

 

                     市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

    年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金変更承認申請書 

 

    年  月  日付け高知県指令   第   号で交付の決定（又は変更決定）がありました補

助金について、下記のとおり計画を変更したいので、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱第

９条第１項の規定により、申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

２ 変更の内容 

 

３ 補助金変更申請額 

既 交 付 決 定 額 変 更 後 の 申 請 額 差 引 き 増 減 額 

円 円 円 

 

４ 経費の配分 

区 分 
補助事業に要

する経費 

負担区分 
備考 

県補助金 市町村費 その他 

 

１ 就農準備資金・経営

開始資金 

 

２ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

３ 推進事業 

 

円 円 円 円  

合 計      

※ 変更前の金額を上段に（ ）で記入してください。 

第４号様式（第９条関係） 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事         様 

 

                     市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

    年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金変更承認申請書 

 

    年  月  日付け高知県指令   第   号で交付の決定（又は変更決定）がありました補

助金について、下記のとおり計画を変更したいので、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要綱第

９条第１項の規定により、申請します。 

 

記 

 

１ 変更の理由 

 

 

２ 変更の内容 

 

 

３ 補助金変更申請額 

既 交 付 決 定 額 変 更 後 の 申 請 額 差 引 き 増 減 額 

円 円 円 

 

４ 経費の配分 

   別記第２号様式の３の経費の配分と同じ様式を使用してください。 



 
 

５ 収支予算 

(1) 収入の部                                        

区   分 本年度予算額 
本年度予算額 

（変更前） 

比較増減 
備 考 

増 減 

 

１  県補助金 

 

２  市町村費 

 

３  その他 

 

 円 円 円 円  

計 
     

 

 (2) 支出の部                              

区   分 本年度予算額 
本年度予算額 

（変更前） 

比較増減 
備 考 

増 減 

 

１ 就農準備資金・ 

経営開始資金 

 

２ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

３ 推進事業 

 

 

 円 円 円 円  

計 
     

※ 必要に応じて備考に積算内訳を記入してください。 

   

６ 添付書類 

   変更申請の説明に必要な書類 

 

 

 

（注）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては、｢変更承認申請書｣を「事業中止（廃

止）承認申請書」と、「変更」を「中止（廃止）」と置き換えてください。 

５ 収支予算 

     別記第２号様式の５の収支予算と同じ様式を使用してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 添付書類 

   変更申請の説明に必要な書類 

 

 

 

（注）補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合にあっては、｢変更承認申請書｣を「事業中止（廃

止）承認申請書」と、「変更」を「中止（廃止）」と置き換えてください。 



第５号様式（第10条関係） 

 

第５号様式（第10条関係） 

 

 

 

 

 

第５号様式（第10条関係） 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事         様 

 

                    市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

    年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金実績報告書 

 

    年  月  日付け高知県指令   第   号で補助金の交付の決定（又は補助金の変更の決

定）がありました事業を下記のとおり実施しましたので、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要

綱第10条の規定により、報告します。 

 

記 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の内容 

 

 

３ 経費の配分 

                                    

区 分 
補助事業に要

した経費 

負担区分 
備考 

県補助金 市町村費 その他 

 

１ 就農準備資金・経営

開始資金 

 

２ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

３ 推進事業 

 

円 円 円 円  

合 計      

※ 交付決定額と精算額が異なる場合は、上段に交付決定額を（ ）で、下段には精算額を記入し

てください。 

 

 

４ 事業完了年月日     年  月  日 

第５号様式（第10条関係） 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事         様 

 

                    市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

    年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金実績報告書 

 

    年  月  日付け高知県指令   第   号で補助金の交付の決定（又は補助金の変更の決

定）がありました事業を下記のとおり実施しましたので、高知県新規就農者育成対策事業費補助金交付要

綱第10条の規定により、報告します。 

 

記 

 

（注） １ 記の記載要領は、別記第２号様式に準ずるものとします。 

     

２ 補助金の交付の決定により通知された事業の内容等と事業実績の内容等とに変更がある場合

は、変更内容を容易に比較対比することができるよう変更部分に二段書きにし、変更前を括弧

書きで上段に記入してください。 

なお、当該変更の対象外となる事項については、省略します。 

         

 



 

 

５ 収支精算 

(1) 収入の部                                        

区   分 本年度精算額 本年度予算額 
比較増減 

備 考 
増 減 

 

１  県補助金 

 

２  市町村費 

 

３  その他 

 

 円 円 円 円  

計 
     

 

 (2) 支出の部                              

区   分 本年度精算額 本年度予算額 
比較増減 

備 考 
増 減 

 

１ 就農準備資金・

経営開始資金 

 

２ 就農準備・経営開

始支援事業 

 

３ 推進事業 

 

 

 円 円 円 円  

計 
     

※ 必要に応じて積算内訳を記入してください。 

 

６ 添付書類 

  ・根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は帳簿の写し 

・育成総合対策実施要綱の別記２別紙様式第26号の就農準備資金交付実績若しくは別記２別紙様式第

25号の市町村交付実績報告又は円滑化対策実施要綱別記１別紙様式第26号の就農準備支援資金交付実

績若しくは別記１別紙様式第25号の市町村交付実績報告 

  ・事業を委託して実施する場合は、委託契約書の写し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 添付書類 

      ・根拠となる支払経費ごとの内訳を記載した資料又は帳簿の写し 

      ・育成総合対策実施要綱の別記２別紙様式第26号の就農準備資金交付実績若しくは別記２別

紙様式第25号の市町村交付実績報告又は円滑化対策実施要綱別記１別紙様式第26号の就農

準備支援資金交付実績若しくは別記１別紙様式第25号の市町村交付実績報告 

      ・事業を委託して実施する場合は、委託契約書の写し 



第６号様式（第11条関係） 

 

第６号様式（第11条関係） 

 

第６号様式（第11条関係） 

 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事         様 

 

                    市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

    年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金概算払請求書 

 

金          円 

 

 

    年  月  日付け高知県指令   第   号で交付の決定（又は変更決定）がありました   

年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金を概算払によって交付されるよう、高知県新規就農者育成対

策事業費補助金交付要綱第11条の規定により請求します。 

 

記 

  年  月  日

 

区分 

補助

事業

に要

する

経費 

県補

助事

業 

（Ａ

） 

既受領額 

（Ｂ） 

今回請求額 

（Ｃ） 

残額 

(A)－(B＋C) 

事業

完了

予定

年月

日 

備

考 

金額 出来高 金額 ○月○

日まで

予定出

来高 

金額 ○月○

日まで

予定出

来高 

 

１ 就農準備資金・

経営開始資金 

 

２ 就農準備・経

営開始支援事業 

 

３ 推進事業 

 

円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％   

計 
          

 

第６号様式（第11条関係） 

 

第   号

 年 月 日

 

 高知県知事         様 

 

                    市町村長又は一般社団法人高知県農業会議会長    

 

 

    年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金概算払請求書 

 

金          円 

 

 

    年  月  日付け高知県指令   第   号で交付の決定（又は変更決定）がありました   

年度高知県新規就農者育成対策事業費補助金を概算払によって交付されるよう、高知県新規就農者育成対

策事業費補助金交付要綱第11条の規定により請求します。 

 

記 

 年  月  日 

 

区分 

補助事

業に要

する経

費 

県補助

事業 

（Ａ） 

既受領額 

（Ｂ） 

今回請求額 

（Ｃ） 

残額 

(A)－(B＋C) 

事業完

了予定

年月日 

備考 

金額 出来高 金額 ○月○

日まで

予定出

来高 

金額 ○月○

日まで

予定出

来高 

 

１ 新規就農者育成

対策補助金 

 

２ 推進事務費 

 

３ 就農準備・経

営開始支援事業 

 

円 円 円 ％ 円 ％ 円 ％   

計 
          

 



 


